
鳴門市婦人会館（撫養町南浜字東浜１６５番地１０）

１．指定管理の状況

（１）指定管理者

【団体名】 鳴門市婦人連合会

【代表者名】 会長　矢野　壽美子

【所在地】 鳴門市撫養町南浜字東浜１６５番地１０

（２）指定期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日（５年間）

（３）指定管理の内容

①婦人を対象とする教育及び文化活動を奨励し、支援する事業に係る業務

②婦人会館を婦人の利用に供する業務

③婦人会館の維持管理に関する業務

④その他鳴門市教育委員会が必要と認める業務

２．指定管理者事業報告書概要

（１）管理業務の実施状況

①開館日数： 年間２９２日

②管理体制：

③業務実施状況：

　　　　　　　

④利用サービス向上への取り組み

　　

（２）利用等の状況

（３）利用料金収入の状況

（単位：円）

女性を対象とする教育及び文化活動の奨励・支援活動を推進し、女性の文化・教
養・福祉の向上に努めた。また、当番は電話対応、会館使用料の領収や館内の清
掃業務をはじめ、会館使用後の備品等の確認や利用者への指導、戸締まりなどの
業務を適切に行った。

婦人連合会本部役員及び各地域婦人会会長１名が月曜日から土曜日まで、利用の
ある日曜・祝日には交互に当番として管理運営業務を実施。

会館利用者の希望に合わせ、日曜・祝日などの休館日の利用対応等、柔軟に運営
し、利用サービスの向上に取り組んだ。

合計

509,280  

3月

利用料金 38,840 105,240  31,600 34,720     69,500     18,880     

月 10月 11月 12月 1月 2月

9月

利用料金 800          6,700       70,280 51,840     25,920     54,960     

月 4月 5月 6月 7月 8月

利用者数（人） 473          1,067       951          12            2,503       

利用回数（回） 21            68            60            4              153          

和室 小会議室 調理実習室 作法室 計

指定管理者制度導入施設 令和５年度決算資料

施設名 担当 総合教育人権課



【収入の部】 （単位：円）

【支出の部】 （単位：円）

差し引き収支額 円

３．令和５年度鳴門市からの指定管理者への補助金及び委託料

（１）補助金明細

（単位：円）

（２）委託料明細

（単位：円）

事　　業　　名 決　算　額 担　当　課

鳴門市婦人会館指定管理料 346,000 総合教育人権課

-                     

補助金名称 決　算　額 担　当　課

鳴門市婦人連合会活動費補助金 36,000 総合教育人権課

小　　　　　計 150,000       307,898       157,898

合　　　　　　　計 746,000       860,232       114,232

会長役員会など

専門部活動費 100,000       271,418       171,418 研究活動発表大会など

小　　　　　計 196,000       144,334       △ 51,666

事
業
費

会議費 50,000         36,480         △ 13,520

使用料及び賃借料 60,000         32,160         △ 27,840 コピー機使用料、印刷機リース料

保険料 5,000            5,000            -                    施設損害賠償保険料

電話料・通信費

修繕費 30,000         4,950            △ 25,050 畳修繕運
営
費

消耗品費 61,000         61,855         855 事務用品・調理用品

通信運搬費 40,000         40,369         369

項　　　　　　　目 予算額 決算額 増減額 備　　　考

人件費 400,000       408,000       8,000

雑収入 -                    4,952            4,952 預金利息、畳修繕費寄付

合　　　　　　　計 746,000       860,232       114,232

指定管理料 346,000       346,000       -                    

利用料金収入 400,000       509,280       109,280

（４）管理に係る収支の状況

項　　　　　　　目 予算額 決算額 増減額 備　　　考



４．管理運営状況について

＊評価（Ａ～Ｃ）の定義
　Ａ・・・協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である。
　Ｂ・・・協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である。
　Ｃ・・・協定書等を遵守しているものの、内容の一部に課題がある、または改善の必要な内容である。

＊施設所管課　所見　
（＊１）履行確認・・・協定書や仕様書等に定められた事業や業務等の履行状況の確認を行います。
（＊２）サービス水準・・・どの程度の水準のサービスを提供しているのかについて測定・評価します。
（＊３）安定性評価・・・サービス提供の継続性・安定性について収支状況や事業計画と実績との比較等

　　    により確認・評価を行います。

R5
会館利用者の利用希望にできるだけ沿うように努め、休館日の利用にも取り組んだ。
また、他の公共施設よりも利用料金の設定を低くし、維持することで会館を利用しや
すくしている。

利用料金及
び使用料収
入について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の水準までには回復していないが、新型コロナウイ
ルス感染症が５類に移行したため「鳴門のまつり」が復活し、踊りの練習のために和室を利用し
たり、北方領土の講演会に利用するなどしたことが使用料収入に繋がった。

利用サー
ビス向上
策

指定期間
共通

会員の口コミによる利用促進を積極的に努めた。
利用者の声を直接聞き、改善事項などは、迅速に反映するように努めた。

R2 会館利用者の利用希望にできるだけ沿うように努め、休館日の利用にも取り組んだ。

R3 会館利用者の利用希望にできるだけ沿うように努め、休館日の利用にも取り組んだ。

R4

R4

１８２件（１,９４８人)
　　　　和室　　１２件(２４５人)
　　小会議室　　９６件(９４３人)
　調理実習室　　６７件(７３９人)
　　　作法室　　　７件(２１人) 安定性評価（＊３）

R5

１５３件（２,５０３人)
　　　　和室　　２１件(４７３人)
　　小会議室　　６８件(１,０６７人)
　調理実習室　　６０件(９５１人)
　　　作法室　　　４件(１２人)

経費を区分して管理し、計画的な支出に
努めるなど、安定的な運営ができてい
る。

会館利用者の利用希望にできるだけ沿うように努め、休館日の利用にも取り組んだ。

施設所管課　所見

R2

１０６件（１,４０５人)
　　　　和室　　　５件(９８人)
　　小会議室　　５１件(６８２人)
　調理実習室　　５０件(６２５人)
　　　作法室　　　０件(０人)

履行確認（＊１）

役員等で効率的に人員配置を行い、施設
管理に取り組んでいる。また、整理・整
頓・点検などの適切な備品管理をはじ
め、会館の美化に努めている。

R3

　９３件（１,０１０人)
　　　　和室　　１９件(３２５人)
　　小会議室　　７９件(７１４人)
　調理実習室　　５０件(６２５人)
　　　作法室　　　０件(０人)

サービス水準（＊２）

利用者アンケートを実施しながら、日
曜・祝日の開館など、利用者の要望に柔
軟に対応した取り組みが進められてい
る。

R5 ２９２日 R5 ９時３０分～１８時

利用者
(件)
数及び
施設使用
者(件)数

R1

２０８件（３,３１９人)
　　　　和室　　　９件(２３９人)
　　小会議室　１１１件(１,６７２人)
　調理実習室　　８８件(１,４０８人)
　　　作法室　　　０件(０人)

モニタリング
評価結果

評価
（Ａ～Ｃ） B

R3 ２８７日 R3 ９時３０分～１８時

R4 ２９5日 R4 ９時３０分～１８時

開館日数

導入前 ２６６日　（平均）

開館時間

導入前 ９時３０分～１８時

R2 ２８８日 R2 ９時３０分～１８時


